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第１章 包括外部監査の概要 

 

１．包括外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく監査 

 

２．選定した特定の事件 

補助金等に関する事務の執行について 

 

３．特定の事件を選定した理由 

久留米市は現在、「久留米市新総合計画第３次基本計画」に係る様々な施策の取

組み等を行っているが、一方で、その実現のために多くの負担金、補助金及び交

付金（以下、「補助金等」という。）が活用されている。 

久留米市の平成 27 年度の補助金等の歳出額は 240 億 7,572 万円で、一般会計

歳出総額である 1,427 億 9,536 万円のおよそ 17％を占めており、平成 23 年度か

ら一般会計歳出総額に対する補助金等の歳出額の割合（平成 23 年度はおよそ

12％）は増加の一途を辿っている。 

補助金等は、民間では採算がとれない公益性のある事業へ支出することで行政

の目的を間接的に果たす機能があるが、他方で選定基準が曖昧である、一旦支出

されてしまうと既得権益化し、削減することが難しいなどの問題が内在しやすい

性格も有する。かかる補助金等について、交付決定までの手続きの合規性はもと

より、各々の補助金等の必要性や経済性などについて検証を行うことは、財政的

のみならず、政策的な観点からも大きな意義があると思われる。 

また久留米市は、「久留米市行財政改革推進計画」の中で、持続可能な財政運営

を可能とするため、補助事業の見直しを進めることとしており、計画期間のうち

２年が経過した現在において、その進捗状況を検証するにはよい機会と考えた。 

以上のことから、補助金等に関する事務の執行について監査を実施することは、

久留米市の行財政運営に有用であると判断し、特定の事件として選定した。 

 

４．包括外部監査の対象期間 

平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの平成 28 年度を対象とし、必

要に応じて過年度及び現年度について及ぶこととした。 

 

 ５．包括外部監査の方法 

（１）監査の着眼点 

①補助対象は適切で、公益上の必要性はあるか。 

②補助金の申請、決定、交付等の手続きは適切か。 
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③補助金額の算定及び交付時期は適切か。 

④補助事業の実績報告は適切か。 

⑤補助交付団体への指導・監督は適切か。 

⑥補助事業の効果測定及びそのフィードバックは適切か。また効率的であるか。 

 

（２）実施した主な監査手続 

①補助対象は適切で、公益上の必要性はあるか。 

 （ア）補助要綱・要領等を分析し、交付目的、対象事業、支出費目を確認し、

その公益上の必要性を検証する。 

 （イ）交付申請書の内容、審査及びヒアリングの状況を調査し、要綱、要領で

定める事業及び組織が補助対象になっているか、その適切性を検証する。 

②補助金の申請、決定、交付等の手続きは適切か。 

 （ア）必要な書類はすべて徴求され、定められた審査・確認が行われているか

確認する。 

③補助金額の算定及び交付時期は適切か。 

 （ア）補助金額について、補助事業の趣旨に沿った算定方法が取られているか

検討する。 

 （イ）補助事業の実施時期に対応した交付時期となっているか確認する。 

④補助事業の実績報告は適切か。 

 （ア）補助金交付団体の補助に係る経理は適正か確認する。 

  （イ）補助金実施報告書の内容を検討し、補助金の使用状況が適切か確認する。 

⑤補助交付団体への指導・監督は適切か。 

 （ア）補助金実施報告書に対する審査方法、補助金交付団体への指導、監督方

法を確認する。 

⑥補助事業の効果測定及びそのフィードバックは適切か。 

 （ア）補助事業の効果測定方法をヒアリングし、その実際の効果等を検証する。 

⑦①～⑥の検証の結果を踏まえ、その有効性や効率性に疑義があるものはないか。 

 （ア）①から⑥の手続きの結果、補助金等の有効性や効率性に疑義があると判

断し得るものについては、今後の方向性について検証を行う。 

 

６．包括外部監査の実施期間 

平成 29 年６月 21 日から平成 30 年３月 31 日 

 

 ７．包括外部監査人を補助した者 

   黒岩 延時 （公認会計士） 

   松尾 英二 （公認会計士） 
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   馬場 範夫 （公認会計士） 

   川野 武志 （公認会計士） 

   猿渡 慎也 （公認会計士） 

   小林 正幸 （弁護士） 

   江上 英介 （公認会計士試験合格者） 

 

８．利害関係 

  地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２章 補助金等の概要 

 

１．補助金等の定義 

  久留米市では補助金等について、下記のように定義している。 

（１）負担金とは、法令又は契約等によって地方公共団体が負担することとなる経費で

ある。負担金は、特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を

受けることに対して、その事業に要する経費の全部又は一部の金額を支出する場合

と、一定の事業等について財政政策上又はその他の見地からその事業等に要する経

費の負担割合が定められているときに、その負担区分により負担する場合とに区分

できる。 

（２）補助金とは、特定の事業、研究等を育成、助長するために地方公共団体が公益上

必要と認めた場合に対価なくして支出することとなる経費である。補助金は、法令

等に基づき、公益性の高い特定事業や活動を奨励または育成するために支出する場

合と、法令等の定めはないが国や他の地方公共団体との協調事業や、久留米市が担

う政策上必要性が高いとされる特定事業や活動を奨励又は育成することが、公益上

必要性が高いと判断し支出する場合とに区分できる。 

（３）交付金とは、法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公

共団体の事務を委託している場合において当該事務処理の報償として支出するこ

ととなる経費である。交付金は専ら報償として一方的に交付されることから、法令

の規定又は私法上の契約による行政事務執行上の委託である委託金とは区別され

る。 

 

２．補助金の法的性質等 

（１）補助金交付の根拠条文 

 地方自治法は、232 条の２において以下のように規定している。 

 「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をする

ことができる。」 

 すなわち本条は、普通地方公共団体が公益上必要がある場合に限り、寄附または補助

をすることができるとした普通地方公共団体の権能を確認した規定といえる。 

 

（２）公益上の必要性の判断基準 

 「公益上必要がある場合」に該当するか否かについては、当該地方公共団体の長およ

び議会が個々の事例に即して認定するが、これは全くの自由裁量行為ではなく、客観

的に公益上必要であると認められなければならない（行政実務昭 28・6・29 自行行発

第 186 号）。 

 一般に、本条に関し、公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱または濫用があっ
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たか否かについては、当該補助金交付の目的、趣旨、効用及び経緯、補助の対象とな

る事業の目的、性質および状況、当該地方公共団体の財政の規模および状況、議会の

対応、地方財政に係る諸規範等の諸般の事情を総合的に考慮して検討することとされ

ている（広島高判平 13・5・29 判時 1756 号 66 頁）。 

 すわなち補助金交付が公益上必要か否かの判断については、唯一客観的な基準がある

わけではなく、各地方公共団体において個別具体的に各補助金の公益性の有無につい

ての判断が求められることになる。 

 

（３）補助金の法的性質 

 地方公共団体の補助金は、「地方公共団体からの一定の条件を満たした場合に、一定

の金額を補助する」ことを約した負担付贈与契約と解されている。すなわち、補助金

交付は行政処分ではなく契約と解される以上、そこには補助金交付規則の手続きや補

助金交付要綱に定める条件等を補助金交付決定通知書に明示する必要がある。 

 

３．久留米市の補助金等の概要 

（１）補助金等の決算の状況                （単位：百万円） 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

負担金 7,658 10,588 11,412 13,944  9,191 

補助金 8,202 7,611 9,703 9,470  8,976 

交付金 256 254 256 662  615 

合 計 16,116 18,453 21,371 24,076 18,782 

      
一般会計歳出総額 123,291 126,711 134,304 142,795 128,619 

うち負担金 6.2% 8.4% 8.5% 9.8% 7.1% 

うち補助金 6.7% 6.0% 7.2% 6.6% 7.0% 

うち交付金 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 

合計 13.1% 14.6% 15.9% 16.9% 14.6% 

 

（２）補助金等の増減について 

 ①負担金 

平成 26 年度（11,412 百万円）から平成 27 年度（13,944 百万円）にかけて、2,532

百万円増加しているが、主たる理由は六ツ門 8 番街地区再開発事業のための組合員負

担金として 5,678 百万円（前年比＋2,174 百万円）を支出したためである。平成 28

年度（9,190 百万円）については、主として前述の六ツ門 8 番街地区再開発事業のた

めの組合員負担金の支出を要しなくなったことで前年比 4,754 百万円の減少となっ

ている。 
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 ②補助金 

平成 25 年度（7,610 百万円）から平成 26 年度（9,702 百万円）にかけては、2,092

百万円増加している。これは平成 26 年度に実施された消費税率引上げに伴う影響を

緩和することを目的に一定の要件を満たす市民に対し臨時福祉給付金（776 百万円）

及び子育て世帯臨時特例給付金（345 百万円）を交付したことや私立保育所施設整備

費補助金が平成 25 年度と比較し 488 百万円増加したことなどが主たる理由である。 

平成 26 年度から平成 27 年度にかけては、六ツ門 8 番街地区の再開発のための補

助金として 1,084 百万円（前年比＋739 百万円）や私立保育所の施設整備のために

1,083 百万円（前年比＋587 百万円）を交付したが、校区コミュニティセンターへの

建築のための補助金（前年比△787 百万円）や幼稚園就園奨励金（前年比△434 百万

円）、臨時福祉給付金（前年比△416 百万円）、子育て世帯臨時特例給付金（前年比△

223 百万円）などの減少により前年比 232 百万円の減少となっている。 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけては、高齢者向け年金生活者等給付金（907

百万円）や公的介護施設等整備のための補助金として 586 百万円、産地規模拡大に係

る施設等の導入支援に伴い 466 百万円の交付を行ったが、六ツ門 8 番街地区の再開

発事業が落ち着き、そのための補助金交付がなかった（前年比△1,084 百万円）こと

などから、前年比 494 百万円の減少となっている。 

補助金の各年度の増減については、主として国等の政策や民間が行うハード事業の

存否により増減しているといえる。 

 

 ③交付金 

各年度間の推移をみると平成 26 年度（254 百万円）から平成 27 年度（661 百万円）

にかけて（406 百万円）増加しているが、この主たる要因は当該年度よりスタートし

た農地の多面的機能を維持するための交付金（317 百万円）とマイナンバーカード関

連の事務交付金（84 百万円）の交付によるものである。いずれも国等の政策に関連

するものである。 

 

（３）基本目標別の補助金等の分類 

 久留米市は、「久留米市キラリ創生総合戦略（2015～2019 年度）」において、5 つの

基本目標とその実現のための政策事業を掲げている。政策のために支出される補助金は

多くあることから、補助金を監査する上でその整理は重要である。 

 以下に H28 年度における基本目標及び政策事業ごとの歳出合計額とその中に占める

補助金等の合計額を示す。 
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（４）市の単独補助金とそれ以外の補助金 

 補助金には市の裁量で交付の可否を決定し得る補助金（以下、市の単独補助金）と市

の裁量では交付の可否の決定が不可能又は困難な補助金（以下、それ以外の補助金）が

ある。今回、市の単独補助金に絞って監査を行うことで、限られた監査資源の中でより

効率的な監査を実施できると判断し、市の協力を得て市の単独補助金を抽出した。市全

体の補助金を市の単独補助金とそれ以外の補助金に分類した過去３年の推移は下表の

とおりである。               （単位：百万円） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

①市の単独補助金 3,608 4,254 4,273 

②それ以外の補助金 6,094 5,216 4,703 

③合計 9,702 9,470 8,976 

①／③ 37.1% 44.9% 47.6% 

 

４．外郭団体への補助金 

（１）外郭団体の定義（広義） 

 久留米市では、総務省の「第三セクター」の基準に準拠し、以下のいずれかに当たる

団体を外郭団体と定義している。 

①団体設立時の市の出資額が基本財産の 4 分の 1 以上 

②団体の収入に占める市からの支出金が 2 分の 1 以上 

③市職員を派遣している団体 

④市の支援や調整を必要とする団体 

 

（２）外郭団体への補助金の交付状況 

 上記①～④のいずれかの要件に当たる団体は、久留米市には 14 団体あり、下記の 13

団体に対し、補助金の交付を行っている。          （単位：千円） 

交付先 設置年 決算額（H28） 

久留米市土地開発公社 昭和 48 年 72,000 

（公財）久留米文化振興会 昭和 31 年 353,802 

（公財）久留米市体育協会 平成 5 年 35,570 

（福）久留米市社会福祉協議会 昭和 37 年 179,464 

（公財）久留米市生きがい健康づくり財団 昭和 63 年 47,448 

（一財）久留米市みどりの里づくり推進機構 平成 2 年 31,883 

（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会 平成 2 年 208,578 

（公社）久留米市シルバー人材センター 昭和 55 年 37,027 

（職）久留米地区職業訓練協会 昭和 49 年 28,214 

（公財）久留米地域地場産業振興センター 昭和 56 年 27,723 
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（公社）久留米広域勤労者福祉サービスセンター 平成 6 年 6,746 

（公財）久留米市都市公園管理センター 昭和 58 年 49,500 

久留米市学校給食会 昭和 29 年 20,168 

①合 計 1,098,125 

②市の補助金の合計（H28 年） 8,976,039 

①／② 12.2% 

 外郭団体へ交付する補助金は 1,098 百万円と実に市全体の補助金の 12%を占め、そ

のほとんどは各外郭団体への運営費補助である。 

 

（３）外郭団体への補助金に対する監査 

 久留米市の外郭団体については、平成 27 年度の包括外部監査「外郭団体の財務に関

する事務の執行について」において、各外郭団体の①組織、②財務、③運営、④ガバナ

ンス、⑤リスク管理、⑥指定管理、⑦存在意義についてそれぞれの監査項目を設定し、

監査が実施されている。その結果、各外郭団体に対し、様々な指摘や意見がなされてい

るが、現在市において監査結果への措置を進められている。 

 

５．教育委員会の補助金 

（１）教育委員会の補助金の交付状況 

 久留米市教育委員会の補助金の交付状況は下表のとおりである（3,500 千円以上の補

助金のみ掲載している。）。                （単位：千円） 

補助金名称 決算額（H28） 

久留米有馬大茶会展示事業補助金 6,399 

青少年学校外活動支援事業費補助金 10,028 

校区生涯学習振興事業費補助金 28,148 

久留米市子ども会連合会事業費補助金 4,070 

久留米生涯学習振興市民協会事業補助金 11,780 

有馬記念館保存会事業補助金 11,007 

紫灘旗全国高校遠的弓道大会事業補助金 4,000 

久留米オリンピック事業補助金 5,600 

久留米市東京オリンピック・パラリンピック等事前キャ

ンプ誘致事業補助金 
7,000 

（公財）久留米市体育協会事業補助金 35,570 

久留米市奨学金 21,833 

中体連・中文連部活動補助金 20,082 

久留米市学校給食会事業費補助金 20,168 
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久留米市人権・同和教育研究協議会補助金 4,400 

団体教育地区活動費（質問教室事業）補助金 7,000 

久留米市就園・就学・進学等奨励金 3,859 

中学校人権教育・啓発推進事業補助金 7,110 

団体育成事業補助金 6,540 

その他の教育委員会の補助金 58,801 

①合計 273,395 

②市の補助金の合計 8,976,039 

①／② 3.0% 

 

（２）久留米市教育委員会の補助金に対する監査 

 久留米市教育委員会については、平成 28 年度の包括外部監査「久留米市教育委員会

の財務に関する事務の執行について」において、各課、各学校の歳出、歳入それぞれに

対し監査を実施し、様々な指摘や意見を添えたところである。この監査結果の中には負

担金･補助金及び交付金も含んでおり、現在、市教育委員会において、監査結果への措

置が進められている。 

 

６．監査対象とした補助金等について 

（１）監査対象の選定を行う必要性について 

 久留米市は平成 28 年度において、約 400 の補助金を交付しているが、これらすべて

の補助金について監査を実施することは、時間的、資源的制約がある監査の性質上、不

可能である。そのため、下記に示す条件の下に監査対象とする補助金等の抽出を実施し、

選定された監査対象補助金等について、監査を実施することとした。 

 

（２）監査対象補助金の選定の方法 

（補助金） 

 第一段階として、今回の包括外部監査の対象とする補助金を市の単独補助金に限定す

ることとした（３．（３）参照）。それ以外の補助金、例えば国等の政策に関連する補助

金（臨時福祉給付金など）について監査を実施した場合、その監査結果に対し、市が単

独でその措置にあたることが困難であることなどから、監査の実効性が乏しくなるおそ

れがあるためである。 

 第二段階として市の単独補助金の中から、平成 27 年度に実施した包括外部監査「外

郭団体の財務に関する事務の執行について」において監査対象となった市の外郭団体へ

の補助金、平成 28 年度に実施した包括外部監査「久留米市教育委員会の財務に関する

事務の執行について」において監査対象となった久留米市教育委員会への補助金を監査

対象から除外し、さらに監査対象を絞りこんだ。いずれも監査実施後から、相当期間が
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経過しておらず、また現在、市においてこれらの監査結果に対する措置が行われている

最中であることからすると、今この時期においてこれらの補助金について監査を実施す

ることは適当とはいえず、監査資源を他の補助金監査に充てたほうが効果的な監査が実

施できると判断したためである。 

 第３段階として、平成 28 年度をもって廃止される補助金についても、監査の結果に

対する措置の有効性が乏しいことから、監査の対象から除外している。 

 かかる条件の下、監査対象となり得る補助金を抽出し、この中から交付額が 3,500 千

円以上の補助金を監査対象補助金とした。また、金額が 3,500 千円未満の補助金につい

ても、補助金の概要等を閲覧した結果、監査が必要と外部監査人が判断した補助金と交

付開始時期が平成元年より前のものについても補助金を交付する必要性があるか否か

について検証すべきと考えたことから、別途監査対象としている。※なお監査対象の抽

出時点における情報を基にしていることから、一部この条件に当てはまらない事項があ

ることは申し添えておく。 

 （負担金・交付金） 

 負担金、交付金については、法律上又は契約上の制約から、市の裁量でその支出、交

付の可否を決定することが難しいことから、外部監査人の判断で任意に抽出した１件ず

つを監査対象とした。 

 

 以上の条件により、監査対象とした補助金等は下記のとおりである。 

  （単位：千円） 

No 補助金等名称 交付額 

（補助金） 

1 定住促進奨励金 32,170 

2 
シティプロモーション事業補助金  22,407 

3 

4 久留米学術研究都市づくり推進協議会補助金  2,545 

5 校区コミュニティ組織運営費補助金 530,344 

6 キラリ輝く市民活動活性化事業費補助金 26,196 

7 地域情報連絡奨励補助金 23,570 

8 まちづくり推進事業費補助金 18,434 

9 同和対策事業費補助金 17,111 

10 校区人権啓発推進協議会補助金 10,810 

11 校区コミュニティ連絡組織補助金 9,514 

12 解放会館運営費補助金 7,458 

13 防犯協会等補助金 6,523 

14 交通安全協会補助金 6,387 
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15 久留米市暴力追放推進協議会補助金 4,629 

16 交通安全対策協議会補助金 2,300 

17 人権擁護委員協議会補助金 1,532 

18 
文化芸術事業費補助金（インガットホール活用事業補助

金） 
8,550 

19 
文化芸術事業費補助金（そよ風ホール企画運営事業補助

金） 
8,123 

20 文化芸術事業費補助金（久留米連合文化会事業補助金） 4,000 

21 
文化芸術事業費補助金（青木繁記念大賞西日本美術展事

業補助金） 
3,600 

22 久留米市軽費老人ホーム運営費補助金 221,747 

23 民生委員協議会補助金 82,340 

24 障害者地域活動支援センター運営費補助金 64,599 

25 病院群輪番制病院運営事業補助金 36,276 

26 久留米赤十字会館プール整備・運営費補助金 35,070 

27 特定不妊治療費補助金 74,742 

28 久留米市単位老人クラブ活動事業補助金 18,684 

29 障害者共同作業所運営費補助金 7,800 

30 長生園運営費補助金 4,430 

31 身体障害者福祉協会等補助金 3,916 

32 老人いこいの家活動事業補助金 2,958 

33 医師会補助金 2,453 

34 保護司会補助金 2,144 

35 遺族会補助金 1,908 

36 久留米市献血推進協議会補助金 1,792 

37 知的障害者育成会補助金 1,576 

38 食生活改善推進員協議会運営費補助金 1,500 

39 私立保育所・認定こども園養護児保育費補助金 293,087 

40 私立保育所運営費補助金 173,945 

41 私立保育所・認定こども園給食充実事業費補助金 43,855 

42 認定こども園運営費補助金 22,666 

43 私立幼稚園運営費補助金 10,051 

44 久留米市校区青少年育成協議会等補助金 8,869 

45 久留米市青少年育成市民会議補助金 5,796 

46 私立幼稚園心身障害児教育振興補助金 3,337 
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47 すくすく子育て委員会補助金 3,599 

48 産休等代替職員費補助金 3,047 

49 私立幼稚園協会研修事業費補助金 1,793 

50 私立幼稚園幼児教育環境整備資金利子補給金 1,603 

51 久留米市保育所連盟研修推進委員事業補助金 1,248 

52 地域分別推進活動事業補助金 17,626 

53 資源回収奨励金 19,424 

54 有価物（古紙・布類）回収事業費補助金 13,619 

55 久留米市環境衛生関連団体等補助金 12,464 

56 久留米市環境衛生薬剤等購入費補助金 5,911 

57 久留米市生ごみ処理用器具購入費補助金 4,379 

58 久留米市宮ノ陣町八丁島地区等地域振興計画事業補助

金 
14,250 

59 

60 地域農業振興補助金 21,397 

61 農業まつり補助金 8,934 

62 植木・花き振興対策事業費補助金 4,790 

63 野菜価格安定事業費補助金 4,102 

64 学童農園設置事業費補助金 4,000 

65 地域特産物普及推進対策事業費補助金 3,318 

66 久留米つばきフェア開催補助金 3,100 

67 久留米地区有害鳥獣広域防除対策協議会補助金 3,000 

68 酪農ヘルパー利用組合強化対策事業費補助金 2,924 

69 食育推進事業費補助金 2,178 

70 米消費拡大推進事業費補助金 1,510 

71 ６次産業化推進事業費補助金 1,422 

72 農商工連携推進事業費補助金 3,653 

73 産業振興奨励金 278,860 

74 商品券発行事業費補助金 114,824 

75 信用保証協会保証料補給金 34,160 

76 筑後川花火大会補助金 27,676 

77 久留米商工会議所補助金 25,519 

78 産業技術振興事業費補助金 23,330 

79 久留米南部商工会補助金 22,309 

80 くるめ水の祭典振興会事業費補助金 17,200 

81 久留米東部商工会補助金 13,273 
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82 
ビジネスインキュベーション支援事業費補助金（久留米

ビジネスプラザ分） 
4,881 

83 久留米市雇用・就労推進協議会補助金 14,990 

84 久留米南部観光物産振興会補助金 9,280 

85 久留米市ふるさとみづま祭補助金 9,179 

86 コスモスフェスティバル関連事業費補助金 8,598 

87 まちなか賑わいづくり支援事業費補助金 7,286 

88 田主丸町商工会補助金 6,983 

89 田主丸耳納の市補助金 6,852 

90 城島まつり補助金 6,747 

91 久留米都心部イルミネーション事業費補助金 6,000 

92 雇用奨励補助金 5,629 

93 
ビジネスインキュベーション支援事業費補助金（くるめ

創業ロケット分） 
12,771 

94 バイオ産業振興事業費補助金 34,862 

95 知的財産普及活用推進事業費補助金 4,522 

96 中心市街地活性化協議会補助金 4,500 

97 人にやさしい商店街づくり事業費補助金 4,322 

98 久留米つつじマーチ事業補助金 4,188 

99 （公財）高山彦九郎先生史蹟顕彰会補助金 3,909 

100 中小企業共同事業等補助金 3,671 

101 中小企業経営改善支援事業費補助金 3,447 

102 海外経済交流事業費補助金 2,914 

103 中心市街地活性化推進イベント補助金 3,230 

104 久留米市勤労者福祉推進団体補助金 2,261 

105 久留米市雇用・就労推進協議会補助金 Ｎｏ８３と合算 

106 サイクリングセンター事業費補助金 646 

107 ものづくり支援事業費補助金 8,801 

108 久留米みどりの市民会議補助金 6,996 

109 消防家族慰安会補助金 1,800 

110 政務活動費交付金 19,010 

111 土地利用型認定農業者等経営安定対策事業費助成金 16,567 

112 久留米市浄化槽維持管理費補助金 9,140 

113 久留米市し尿処理及び浄化槽清掃事業補助金 1,620 

  ①監査対象補助金等合計 2,827,818 
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 ②市の単独補助金の合計 4,273,456 

 ①／② 66.1% 

（負担金） 

114 浮羽老人ホーム組合負担金  15,223 

（交付金） 

115 久留米市消防団運営費交付金  175,949 
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７．補助金の申請から交付決定等までのフローについて 

 第１章．５．（１）監査の着眼点②における補助金の申請、決定、交付等の手続きの

適切性については、下表の業務フローを基に検証を行っている。 

  



- 17 - 

 

第３章 監査結果総括 

 １．全体の総括 

  詳細については各論で述べるため、ここでは要約した形で示す事にする。 

 

総     括     表 

   

部 
Ｎｏ．補助金名 

指摘 意見 

総
論 

なし 

１．すべての補助金について可能な限

り終期を設定することを検討するこ

と、その前提として各補助金の効果を

測定するための指標を明確にしておく

べき必要があることを市全体の課題と

して認識していただきたい。 

２．補助金の有効性判断やその他様々

な意思決定を適切に行っていくため

に、少なくとも市及び市の関連団体の

無償の人材提供については、補助金の

効果測定を行うにあたり考慮してその

判断にあたるべきと考える。 

３．補助対象経費の中に市職員の退職

者に係る人件費が含まれている場合

は、採用に対する補助金であるかのよ

うな外観を保持することのないように

しなければならない。 

総
合
政
策
部 

Ｎｏ１．定住促進奨励金                        

なし なし 

Ｎｏ２，Ｎｏ３．シティプロモーション事業補助金 

なし 

１．プロモーション活動の現場で、来

場者にアンケートを実施するなどの方

法で効果測定を行っているが、首都圏

にまで範囲を広げて実施することが望

まれる。 

Ｎｏ４．久留米学術研究都市づくり推進協議会補助金           

なし なし 
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協
働
推
進
部 

Ｎｏ５．校区コミュニティ組織運営費補助金               

なし なし 

Ｎｏ６．キラリ輝く市民活動活性化事業費補助金 

１．汎用性が高いものについては、私

的流用されることがないようなフォロ

ーが必要ではないか。 

なし 

Ｎｏ７．地域情報連絡奨励補助金                    

なし なし 

Ｎｏ８．まちづくり推進事業費補助金                  

なし 
１．本補助金の需要の有無を含め、検

討、対策が必要である。 

Ｎｏ９．同和対策事業費補助金                     

１．実績報告書には活動ごとにおける

費目の内訳を明らかにすべきである。 
なし 

Ｎｏ１０．校区人権啓発推進協議会補助金                 

１．交付先における各校区について、

積立に係る一定のルール設定等を検討

すべきではないか。 

１．すべての校区で活動が活発化する

ためのより様々な取組みが必要であ

る。 

Ｎｏ１１．校区コミュニティ連絡組織補助金                

なし 

１．引き続き補助金の効果を検証して

いくことが必要である。 

２．広報媒体の認知度を高める施策を

検討することが望ましい。 

Ｎｏ１２．解放会館運営費補助金                     

１．実績報告書には活動ごとにおける

費目の内訳を明らかにすべきである。 

１．補助事業のより効率的な運営が図

られるよう、交付先への助言、指導を

行っていただきたい。 

Ｎｏ１３．防犯協会等補助金 

１．実績報告書には活動ごとにおける

費目の内訳を明らかにすべきである。 

１．交付先の財政状態に応じて弾力的

に交付額を決定する必要があるのでは

ないか。 

Ｎｏ１４．交通安全協会補助金                      

なし 

１．各団体ごとの補助金交付の必要性、

財政状態に応じた交付額の見直しなど

について再考いただきたい。 
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Ｎｏ１５．久留米市暴力追放推進協議会補助金               

なし なし 

Ｎｏ１６．交通安全対策協議会補助金                   

１．交付先における備品の管理を徹底

するなどの改善を要する。 
なし 

Ｎｏ１７．人権擁護委員協議会補助金                   

１．実績報告書には活動ごとにおける

費目の内訳を明らかにすべきである。 
特になし 

市
民
文
化
部 

Ｎｏ１８．文化芸術事業費補助金（インガットホール活用事業補助金） 

なし 

１．交付要綱の内容が極めて脆弱であ

る。 

２．同様の補助事業間の連携、協議に

欠けているのではないか、また、同様

の補助事業それぞれの報告の仕方も統

一されることが望まれる。 

Ｎｏ１９．芸術文化事業費補助金（そよ風ホール企画運営事業補助金）     

なし 

１．交付要綱の内容が極めて脆弱であ

る。 

２．同様の補助事業間の連携、協議に

欠けているのではないか、また、同様

の補助事業それぞれの報告の仕方も統

一されることが望まれる。 

Ｎｏ２０．文化芸術事業費補助金（久留米連合文化会事業補助金）       

１．交付要綱において、明確になって

いない事項がある。 
なし 

Ｎｏ２１．文化芸術事業費補助金（（青木繁記念大賞西日本美術展補助金）   

１．大賞など受賞した作品の今後の保

管を含めた活用が未定となっている。 
なし 

健
康
福
祉
部 

Ｎｏ２２．久留米市軽費老人ホーム運営費補助金               

特になし なし 

Ｎｏ２３．民生委員協議会補助金                     

なし なし 

Ｎｏ２４．障害者地域活動支援センター運営費補助金            

なし なし 
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Ｎｏ２５．病院群輪番制病院運営事業補助金                 

なし なし 

Ｎｏ２６．久留米赤十字会館プール整備・運営費補助金 

なし 

１．広く市民への認知度を高め、施設

の有効活用を最大限に図っていく方策

の必要性を感じる。 

Ｎｏ２７．特定不妊治療費補助金                     

なし 

１．出産後も市内において安心して育

児等ができる環境の構築を、関係部局

と連携して実施していくなどの方策が

必要と考える。 

Ｎｏ２８．単位老人クラブ補助金                     

なし 

１．事務作業の効率化、集約化が必要

である。また、各交付先の繰越金を無

くしていくよう市の指導が必要であ

る。 

Ｎｏ２９．障害者共同作業所運営費補助金                 

なし なし 

Ｎｏ３０．長生園運営費補助金                      

なし 

１．補助金の有効性を判定する指標を

見いだせていない。経営上の課題につ

いて、行政と長生園とが十分な意見交

換を図っていくことが必要である。 

Ｎｏ３１．身体障害者福祉協会等補助金 

なし なし 

Ｎｏ３２．校区老人クラブ連合会補助金                  

なし なし 

Ｎｏ３３．医師会補助金 

なし なし 

Ｎｏ３４．保護司会補助金                        

なし なし 

Ｎｏ３５．遺族会補助金                         

なし なし 
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Ｎｏ３６．久留米市献血推進協議会補助金                  

なし なし 

Ｎｏ３７．知的障害者育成会補助金                    

なし なし 

Ｎｏ３８．食生活改善推進員協議会運営費補助金 

なし なし 

子
ど
も
未
来
部 

Ｎｏ３９．私立保育所・認定こども園養護児保育費補助金 

なし 

１．保育士不足の解消のため、積極的

に看護師等への働きかけを行うべきで

ある。 

２．補助金交付が遅くなっているため、

交付先の資金繰りが苦しくなっている

可能性も否定できない。交付時期を早

めるべきである。 

Ｎｏ４０．私立保育所運営費補助金                    

なし 

１．今後の国の政策に応じて、個別の

施設の経営状況の精査、指導を強化す

る必要がある。 

２．補助金交付が遅くなっているため、

交付先の資金繰りが苦しくなっている

可能性も否定できない。交付時期を早

めるべきである。 

Ｎｏ４１．私立保育所・認定こども園給食充実事業費補助金 

なし 
１．補助金の効果を測定する方法が明

確になっていない。 

Ｎｏ４２．認定こども園運営費補助金                   

なし 

１．今後の国の政策に応じて、個別の

施設の経営状況の精査、指導を強化す

る必要がある。 

２．補助金交付が遅くなっているため、

交付先の資金繰りが苦しくなっている

可能性も否定できない。交付時期を早

めるべきである。 
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Ｎｏ４３．私立幼稚園運営費補助金                    

なし 

１．補助金交付が遅くなっているため、

交付先の資金繰りが苦しくなっている

可能性も否定できない。交付時期を早

めるべきである。 

Ｎｏ４４．久留米市校区青少年育成協議会等補助金              

なし 

実績報告書に監査役の署名押印が無い

ものが散見された。責任の所在を明確

にするためにも必要である。 

Ｎｏ４５．久留米市青少年育成市民会議補助金 

なし なし 

Ｎｏ４６．私立幼稚園心身障害児教育振興補助金            

なし なし 

Ｎｏ４７．すくすく子育て委員会補助金                  

なし 

１．さらなる事業の拡大に努めていた

だきたい。 

２．補助額の増加の影響が大きくなら

ないよう、実施回数と金額の区分を細

分化することを検討してはどうか。 

Ｎｏ４８．産休等代替職員費補助金                  

なし なし 

Ｎｏ４９．私立幼稚園研修費補助金                    

なし なし 

Ｎｏ５０．私立幼稚園幼児教育環境整備資金利子補給金           

なし なし 

Ｎｏ５１．久留米市保育所連盟研修推進事業補助金 

なし なし 

環
境
部 

Ｎｏ５２．地域分別推進活動事業補助金           

なし 
１．補助金が具体的に何に使用された

のかについて把握がなされていない。 
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Ｎｏ５３．資源回収補助金                      

なし 
１．報告書だけではなく、市として直

接の調査等も必要ではないか。 

Ｎｏ５４．有価物（古紙・布類）回収事業費補助金              

なし 

１．収集経費の見積値の正確性につい

ては、定期的な検証を行う必要がある。 

２．補助金の算定式について、交付要

綱等の文書に規定されることが望まし

い。 

Ｎｏ５５．久留米市環境衛生関連団体等補助金 

なし 

１．本補助金の内訳のうち、事務費及

び事業活動費補助は、当初の目的を達

したとのことで、平成 29 年度を最後に

終了することで合意されているが、今

後、その合意を確実に実行されたい。 

Ｎｏ５６．久留米市環境衛生薬剤等購入費補助金 

なし 

１．補助金の使途のひとつである薬剤

の購入の大半が、特定の 2 社に集中し

ているため、より多くの業者から広く

購入する方法も検討してみてはどう

か。 

Ｎｏ５７．久留米市生ごみ処理用器具購入費補助金 

なし 
１．登録販売店の新規参入を促す施策

を講じてはどうか。 

Ｎｏ５８、Ｎｏ５９．久留米市宮ノ陣町八丁島地区等地域振興計画事業補助金   

なし 

１．交付要綱には補助率のみ規定がな

されているため、補助金の額が概算総

事業費の枠内に収まるように一層の管

理を徹底していく必要がある。 

農
政
部 

Ｎｏ６０．久留米市地域農業振興補助金                   

なし 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 
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Ｎｏ６１．農業まつり補助金                       

なし 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 

Ｎｏ６２．植木・花き振興対策事業費補助金                

なし 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 

２～６．それぞれの交付先について、

１と同様の内容。 

Ｎｏ６３．野菜価格安定事業費補助金                   

なし 

１．負担金的性質が強いとも思われる

ことから、負担金への科目変更も一考

してよいのではないか。 

２．繰越の根拠等に対する把握が担当

課の方でできていない 

Ｎｏ６４．学童農園設置事業費補助金                   

なし 

１．予算を使い切るための年度末の調

整的支出について、その取り扱いを再

考していただきたい。 

Ｎｏ６５．地域特産物普及推進対策事業費補助金              

なし 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 

２～５．それぞれの交付先について、

１と同様の内容。 

Ｎｏ６６．久留米つばきフェア開催補助金                 

なし なし 

Ｎｏ６７．久留米地区有害鳥獣広域防除対策協議会補助金          

なし なし 

Ｎｏ６８．酪農ヘルパー利用組合強化対策事業費補助金           

１．実績報告書におけて、正しい科目

で計上されるよう、交付先への是正・

指導が必要である。 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 
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Ｎｏ６９．食育推進事業費補助金                     

なし 

１．補助金の効果について検証し得る

実績報告書の記載がなされるよう、交

付先に指導・監督すべきである。 

Ｎｏ７０．米消費拡大推進事業費補助金 

なし なし 

Ｎｏ７１．６次産業化推進事業費補助金 

なし なし 

Ｎｏ７２．農商工連携推進事業費補助金                  

なし なし 

商
工
観
光
労
働
部 

Ｎｏ７３．産業振興奨励金                        

なし 

１．現在時点、久留米市内では新たな

企業立地を促す産業団地がない状況で

ある。かかる現状の中で、企業誘致を

進め、雇用を促進し、ひいては法人や

雇用者からの納税を獲得するために

は、本社機能やコールセンターの誘致

に注力する必要性が高まっていると考

えられる。 

Ｎｏ７４．商品券発行事業費補助金                    

なし 

１．販売方法にインターネット販売方

法を追加しプレミアム商品券の購入方

法を拡大することも「事業の継続性」

を担う有用な手段である。交付先が久

留米商工会議所等を含む関連する補助

対象事業については、補助金に係る効

果測定としての指標は総合的に判定す

ることが必要である。 

Ｎｏ７５．信用保証協会保証料補給金                   

なし 
１．補助金の効果を示す指標は、定量

的に設定されていない。 



- 26 - 

 

Ｎｏ７６．筑後川花火大会事業費補助金                   

なし 

１．花火大会の主要な準備を行う市職

員等の人件費は決算書に含まれておら

ず、花火大会に掛かる経費の規模が明

らかにできているとはいえない。 

２．協賛金の獲得、出店料の値上げ等

により、まつりの自主財源を確保する

ことが望まれる。 

Ｎｏ７７．久留米商工会議所補助金                    

１．補助対象経費の審査資料において、

数字の誤りがあったにもかかわらず、

修正、指導等がなされていないことか

ら、確認体制が十分に機能していると

は言い難い。 

１．事業実績報告書において、補助金

の効果を客観的かつ定量的に把握でき

る。さらに経営指導を受けた対象企業

より経営指導の良い点等を聴き、より

良い経営指導の向上に向けた取組みを

行うためにも、定性的な側面の報告書

を受領することも必要ではないか。 

Ｎｏ７８．産業技術振興事業費補助金 

なし 

１．補助金効果測定のための具体的な

指標が設定されていない。 

２．交付先である久留米リサーチ・パ

ークに対しては、本補助金以外に他の

補助金が交付されている。補助対象事

業に係る経費の収支実績を確認するに

あたり、事業間における経費の振替処

理がなされていないことを検証する体

性及び精査方法を定期的に見直すこと

が必要である。 

Ｎｏ７９．久留米南部商工会補助金 

No７７にて記載 No７７にて記載 

Ｎｏ８０．くるめ水の祭典振興会事業費補助金                

なし なし 

Ｎｏ８１．久留米東部商工会補助金 

No７７にて記載 No７７にて記載 
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Ｎｏ８２．ビジネスインキュベーション支援事業費補助金（久留米ビジネスプラザ分） 

１．専務、参事の管理全般部分につい

ても補助金が交付されているが、これ

は本補助金の趣旨に合致しない。専務、

参事の人件費負担を明確に区分しなけ

ればならない。 

なし 

Ｎｏ８３．久留米市雇用・就労推進協議会補助金 

なし 

１．アンケート調査を含む効果測定の

検証方法の要領等の作成することで、

補助金の効果測定業務を標準化し、か

つ継続運用することが必要である。 

Ｎｏ８４．久留米南部観光物産振興会補助金 

なし なし 

Ｎｏ８５．久留米市ふるさとみづま祭補助金 

なし 

１．当該補助金の一部は合併特例の基

金であり、時限基金であるため、実行

委員会は市の単費で運営できるよう出

店料等の増収等を検討する必要があ

る。 

Ｎｏ８６．コスモスフェスティバル関連事業費補助金             

なし なし 

Ｎｏ８７．まちなか賑わいづくり支援事業費補助金 

１．補助金の効果が見受けられないと

判断されるなら、事業そのものからの

撤退を検討すべきことから、その判断

のための指標の設定と効果測定の終期

の設定について検討すべきである。 

１．事業を継続するならば損益状況の

改善が必要であり、運営母体を変更す

る、購買者の動向を分析し、在庫リス

クを低減する、また店舗賃貸料の減額

交渉などの対策を講じるべきである。 

Ｎｏ８８．田主丸町商工会補助金                     

No７７にて記載 No７７にて記載 

Ｎｏ８９．田主丸耳納の市補助金                     

なし なし 
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Ｎｏ９０．城島まつり補助金                       

１．まつりで実施されるアオみこしの

タイムレース賞等に対し、順位に応じ

て現金が支出されているが、補助金の

使途としては好ましくなく、再検討す

べきである。 

１．当該まつりは城島支所の職員が実

働部隊として準備を行っているが、職

員の作業時間の付替えは行われておら

ず、まつり全体の経費が明らかでない。 

２．入場者数のより効果的な集客のた

めに、開催時期の見直し等も一考であ

る。 

Ｎｏ９１．久留米都心部イルミネーション事業費補助金 

なし 

１．アンケート調査を含む効果測定の

検証方法の要領等の作成することで、

補助金の効果測定業務を標準化し、か

つ継続運用することが必要である。 

Ｎｏ９２．雇用奨励補助金                        

なし 

１．アンケート調査を含む効果測定の

検証方法の要領等の作成することで、

補助金の効果測定業務を標準化し、か

つ継続運用することが必要である。 

Ｎｏ９３．ビジネスインキュベーション支援事業費補助金（くるめ創業ロケット分） 

なし なし 

Ｎｏ９４．バイオ産業振興事業費補助金                  

なし 

１．補助金効果測定のための具体的な

指標は設定されていない。 

また、交付先である久留米リサーチ・

パークに対しては、当該補助金以外に

他の補助金が交付されているため、補

助対象事業に係る経費の収支実績を確

認するにあたり、事業間における経費

の振替処理がなされていないことを検

証する体制及び精査方法を定期的に見

直すことが必要である。 
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Ｎｏ９５．知的財産普及活用推進事業費補助金               

１．専務、参事の管理全般部分につい

ても補助金が交付されているが、これ

は本補助金の趣旨に合致しない。専務、

参事の人件費負担を明確に区分しなけ

ればならない。 

１．他の補助金との整理統合を検討す

る必要性が高いと考えられる。 

 

Ｎｏ９６．中心市街地活性化協議会補助金                 

なし 

１．協議会より提供される事業報告書

は書面にて入手しているものの、情報

資産としての活用に乏しいため、将来

の事業継続の要否等の判断材料とする

ことが必要である。蓄積されたデータ

を基に、補助金の交付先である協議会

へフィードバックし相互に情報交換す

ることで、補助対象事業の追加施策の

導入又は要否を検討することが可能と

なるのではないか。 

Ｎｏ９７．人にやさしい商店街づくり事業費補助金             

なし 

１．イベント参加者より何かしらの反

応及び回答を入手し情報資産として蓄

積し将来の事業継続の要否等の判断材

料とすることが必要である。 

２．蓄積されたデータを基に、補助金

の交付先である協議会へフィードバッ

クし相互に情報交換することで、補助

対象事業の追加施策の導入又は要否を

検討することが可能となるのではない

か。 

Ｎｏ９８．久留米つつじマーチ開催事業費補助金               

なし 

１．成果指標をただ参加者人数とする

のではなく、海外からの参加者や宿泊

者の経済効果などを細かく把握し、イ

ベント開催の効果を目に見える形に落

とし込み、次年度以降への開催につな

げる視点があっても良いのではない

か。 
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Ｎｏ９９．（公財）高山彦九郎先生史蹟顕彰会補助金             

なし 

１．補助対象の庭園等は、訪問者数は

少なく、市内住民、市外、海外の観光

客に対する認知が全くない状況であ

る。また久留米市側の観光資源として

活用していく具体的方針もない。一定

の補助金を支給して庭園等を管理して

いるため、市が認めている価値を一般

市民が共有できるような発信をする責

任が市には存在するのではないか。 

Ｎｏ１００．中小企業共同事業等補助金                   

なし 

１．補助事業の効果測定のための具体

的な指標の設定は見受けられない。補

助事業の効果を検証するために、商店

街における購入者の人数又は売上高等

の具体的な指標を設定し、当該データ

を蓄積することで期間比較を実施でき

るよう業務体制の整備及び運用方法を

構築することが必要である。また当該

指標及び蓄積されたデータを基に、補

助金の交付先である商工会等へフィー

ドバックし相互に情報交換すること

で、補助対象事業の追加施策の導入又

は要否を検討することが可能となるの

ではないか。 

Ｎｏ１０１．中小企業経営改善支援事業費補助金 

なし 

１．当該補助金の効果については現在

のアンケート調査（定性的な評価）で

一定の評価が可能であるので、当該調

査を継続していくことが望ましい。そ

の際、当該情報を重要な無形資産とし

て保管していく必要がある。 
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Ｎｏ１０２．海外経済交流事業費補助金                   

なし 

１．補助事業の効果測定の観点におい

て、海外ビジネスコーディネーター事

業におけるビジネスマッチング成約後

の企業に対する調査までは実施されて

いない。ビジネスマッチング後の企業

に対しアンケート調査を実施し、成功

した要因並びに失敗した要因を把握

し、情報を蓄積することが必要ではな

いか。 

Ｎｏ１０３．中心市街地活性化推進イベント補助金              

なし 

１．当該補助金に係る効果測定業務の

実施方法を要綱、要領又はマニュアル

等で整備し、効果測定指標の設定と当

該方法の継続運用が必要である。 

Ｎｏ１０４．久留米市勤労者福祉推進団体補助金               

なし 

１．補助対象事業に係る必要経費の決

算額の内訳を把握できる資料明細まで

は入手していない状況である。つまり

各経費に係る内容の確認検証は実施さ

れていない。交付先より補助対象事業

の経費金額及び内容等の明細を確認で

きる資料を入手すると共に、領収書等

の根拠資料の有無を確認及び補助対象

経費の該当に適否等を精査することが

必要である。 

Ｎｏ１０５．久留米市雇用・就労推進協議会補助金 

なし No83 にて記載 

Ｎｏ１０６．サイクリングセンター事業費補助金               

なし 

１．久留米市はブリヂストン発祥の地

として、自転車利用を促進するための

取組が複数の部で存在するが、それぞ

れが単発で方向性が異なっているよう

に見受けられる。制度、部署を今一度

見直し、調和性のある一体的な制度と

なるよう整理することが望まれる。 
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２．百年公園サイクリングセンターの

事業については、利用者も少ないこと

から、事業を廃止して、他の観光ツー

ルへ事業費を集約したほうが、観光資

源の有効活用になると考えられる。 

Ｎｏ１０７．ものづくり振興補助金 

なし 

1．当該補助金に関するホームページに

は、制度概要を記載しているのみで、

各年度の補助企業、補助内容、補助金

等は公表されていない。市からの補助

実績については公表することで市民へ

の説明責任を果たすことになり、後発

の補助金申請者への補助金利用の誘引

ともなり得る。できるだけ補助実績、

成果等について公表することが望まれ

る。 

都
市
建
設
部 

Ｎｏ１０８．久留米みどりの市民会議補助金                 

なし 

１．実績報告書の記載について、どの

程度補助金の効果があるのか、分析、

検討をするには若干不十分であるた

め、交付先への指導・監督が望まれる。 

また、「久留米市緑化基金」の今後の

活用も含めた補助事業の効果的・効率

的な実施について、今後の議論が望ま

れる。 

Ｎｏ１０９．消防家族慰安会補助金                     

１．一部の年度について実績報告書の

確認ができなかったため、再発防止対

策をとられたい。 

１．現状として、実績報告書からはど

の程度効果があったどうかを判断する

ことが難しいため、事業の成果を具体

的に検証しうる報告をするよう指導・

監督していただきたい。 

 また当該事業の決算について、監事

による監査がなされているが、市によ

る確認は行われていないことから、支

出の適切性について市自らが実施すべ

きである。 
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２．補助金を毎年一律で固定させるの

ではなく、中長期的な事業計画を策定

し、補助金の中長期的運用を行うなど

工夫が必要である。 

議
会
事
務
局 

Ｎｏ１１０．政務活動費交付金 

なし 

１．調査研究費における視察報告書の

内容等について、その成果の記載が不

十分であることなどから、その改善を

要する。 

２．研修費における研修報告書の内容

等について、その成果の記載が不十分

であることなどから、その改善を要す

る。 

３．「市政報告」に関し、内容の統一

性、個別に作成配布する必要性などに

ついて、一度慎重に議論していただき

たい。 

４．旅費について実費精算とする条例

等の改正を検討することも一考ではな

いか。 

農
業
委
員
会
事
務
局 

Ｎｏ１１１．土地利用型認定農業者等経営安定対策事業費助成金        

１．本補助金の申請は、本来農業経営

体が行われなければならないところ、

実際は、市が交付要件を満たすと思わ

れる申請対象者に対し、「案内文」の

発送や市が作成した申請書に、申請対

象者が日付等の記載、捺印する運用と

なっている。 

かかる決裁手続きは、誤っていること

から、改める必要がある。 

１．実績報告書の内容から、本補助金

が、どの程度認定農業者の経営安定に

寄与しているのかなどについて把握す

ることができない。 

上
下
水
道
部 

Ｎｏ１１２．久留米市浄化槽維持管理費補助金                

なし 

１．浄化槽の必要性に鑑み、補助金の

増額や期間の延長を検討すべきではな

いか。 
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Ｎｏ１１３．久留米市し尿処理及び浄化槽清掃事業補助金   

なし 

１．補助金額の決定にあたり、収支の

みならず、交付先の財政状態も勘案し

てみてはどうかと考える。 

健
康
福
祉
部 

Ｎｏ１１４．浮羽老人ホーム組合負担金 

１．久留米市における負担金支出額が

妥当かどうか再度検討することが望ま

しい。 

１．久留米市における負担金支出額が

妥当かどうか再度検討することが望ま

しい。 

２．組合が運営に携わってから 13年が

経過しているが、運営主体の見直しを

実施することも必要ではないか。負担

金支出額が妥当かどうかと併せて、負

担金の実質的な効果を測定するため、

第三者による外部監査の導入も検討し

てはどうか。 

都
市
建
設
部 

 

Ｎｏ１１５．久留米市消防団運営費交付金 

１．各消防団からの平成 28 年度以前の

実績報告については、支出実績の内容

を適切に把握できていない。また、所

管部署における指導監督の管理の運用

状況が不十分である。 

１．H29 年度からの見直した事項につい

て、各消防団への周知徹底が重要であ

る。また、費目間における振替え処理

がなされていないことを検証する体制

等を構築する必要がある。 

最後に、大規模災害等が発生した場合

に備え、予算額を上方修正することが

できるなどの柔軟な対応ができるよう

見直しが必要である。 

 


